
 

～生徒目標～ 

「一生懸命が格好いい。 

   仲間とともに・・・」 
 

令和７年１１月２８日発行 http://www.kizu.ed.jp/yamashiro-jhs/ 

 昭和２３年（１９４８年）１２月１０日、国際連合第３回総会において、全ての人民

と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世

界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ない

し基準を国際的にうたった画期的なものです。採択日である１２月１０日は、「人権

デー（Human Rights Day）」と定められています。 

 法務省の人権擁護機関では、昭和２４年（１９４９年）から毎年、人権デーを最終日

とする１週間（１２月４日から１２月１０日）を「人権週間」と定め、その期間中、各

関係機関及び団体と協力して、全国的に人権啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高

揚を呼びかけています。もちろん京都府や木津川市、他市町村においても積極的な啓発

事業など毎年行われています。   

 しかし、今なお、いじめ・虐待・DV、インターネット等における誹謗中傷、障害のあ

る人や外国人、部落差別、ハンセン病患者、北朝鮮拉致、LGBTQ等、多くの偏見や差

別、様々な人権問題が依然として存在しています。世界に目を向けると多くの民間人や

子どもに死傷者を出すロシア・ウクライナ戦争は４年が経とうとしています。これらの

問題を解決し、「一視同仁」の社会を実現するには、私たち一人一人が人権尊重の重要

性を改めて認識し、他人の人権に配慮した行動を取ることが大切です。 

 本年も１２月４日から１２月１０日までの１週間を「人権週間」と定め、様々なメ

ディアを利用して全国各地で集中的に人権啓発活動が行われます。木津川市では第１９

回木津川市「人権文化のつどい」が１２月７日（日）１０時～１６時 木津川市加茂文

化センターで開催されますので興味・関心のある人は、是非参加してください。  

 この機会に、人権について改めて考えてみましょう。それが人権意識高揚の一歩目で

す。そして日頃の自分自身の言動を振り返ってみましょう。それが人権意識高揚の二歩

目です。意識改革から言動や立ち振る舞いに移すことができれば、それは人権意識改革

の一歩目となり、「一視同仁」の社会の実現につながるのです。 

１２月行事予定 

２学期の様々な行事 地域・PTA・保護者の皆様に支えていただきました。ありがとうございました。 

 １年PBL中間発表       ２年職場体験      ３年相楽音楽交流会    PTAソフトバレーボール 
   

各種大会 ・ コンクール等  結果 

NARA SEN CUP TOP トーナメント 準優勝 女子バスケットボール部 

宇治市バスケットボール協会長杯 準優勝 女子バスケットボール部 

                     優秀選手賞 村田 若菜 

緑化運動ポスターコンクール 佳作 松岡 優真   

愛鳥週間ポスターコンクール 佳作 島﨑 南帆 

社会を明るくする運動作文コンテスト 優秀賞 和田 宗一郎   中川 結香 

第15回木津川市少年の主張 中学生の部 西嶋 恭悟 

 

                    お 知 ら せ  

 １２月より、体育館の空調工事が始まります。授業・部活動等の生徒の活動に

制限がかかることもありますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 


